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桜ヶ丘町内会会則 

第一章	
 総 則 
（名 称） 
第１条	
 本会は、桜ヶ丘町内会と称する。 
（目 的） 
第２条	
 本会は、会員の福祉増進、共用施設の公正な運営管理及び諸事業の円滑な推進を図り、会員

の親睦と相互扶助により、住民のためのまちづくりを行うことを目的とし、次の活動を行う。 
（１）福利、厚生に関すること。 
（２）慶弔に関すること。 
（３）青少年の育成及び文化の向上、体育振興に関すること。 
（４）防犯、防災及び安全に関すること。 
（５）保健衛生及び美化・清掃、環境整備に関すること。 
（６）社会福祉及び健康増進に関すること。 
（７）行政及び各種団体との連絡調整に関すること。 
（８）施設等の維持管理と利用促進に関すること。 
（９）その他、本会の目的達成に必要なこと。 

（組 織） 
第３条	
 本会は、桜ヶ丘住宅地内に住所を有する者及び住宅地内に店舗、事務所または事業所を有す 
	
 	
 	
 る者の全員をもって組織する。	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  
（事 務 所） 
第４条	
 本会の事務所は、桜ヶ丘自治会館内におく。但し、預貯金上の住所は会計宅におく。 

第二章	
 会	
 	
 員 
（会員の資格） 
第５条	
 本会の会員の資格は、次の通りとする。 

	
 	
 	
 （１）本住宅地内に住所を有する者を「正会員」とする。 
（２）本住宅地内に店舗、事務所または事業所を有する者を「協賛会員」とする。 

（会	
 	
 費） 
第６条	
 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 
（入	
 	
 会） 
第７条	
 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 
	
 	
 ２．本会は、前項の入会申込があった場合は、正当な理由がない限り入会を拒まない。 
（退 会 等） 
第８条	
 会員が次の各号の一に該当する場合は、退会したものとする。 
	
  （１）第３条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。 
	
  （２）別に定める退会届を会長に提出したとき。 
（３）死亡、又は失踪宣言を受けたとき。 

第三章	
 役	
 	
 員 
（役	
 	
 員） 
第９条	
 本会に次の役員をおく。 
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 （１）本部役員	
 	
 ・会長	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 １名 
・副会長	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 若干名 
・会計	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 若干名 
・総務	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 若干名 
・会計監査	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 １名 

	
 	
 （２）専門委員	
 	
 ・広報委員	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 若干名 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ・環境衛生委員	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 若干名 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ・文化厚生体育委員	
 	
 	
 	
 	
 若干名 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ・防災防犯委員	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 若干名 

２．役員数は本会の運営に応じて決める。 
３．顧問を必要に応じておくことができる。 

（役員の選任） 
第 10条	
 役員は、総会において会員の中から選任する。 
	
 	
 	
 	
 班区割グループ毎に選出された班長は、班員を代表して班を統括し会務に協力するとともに、

役員の任に就く。 
	
 	
 ２．班長は、会員の輪番制とし、原則として留任はしない。 
	
 	
 	
 	
 輪番制で選出する場合でも、健康に日常生活を営めている方の中から選考する配慮が必要で

ある。 
	
 	
 ３．会長の選出は、１月に次期会長立候補者を募る。 
	
 	
 	
 	
 会長の立候補者があった場合は、新班長の互選により選挙管理委員（若干名）を選び、会長

選出業務の一切を行う。 
	
 	
 	
 	
 会長立候補者がない場合は、新班長の中から選考委員（若干名）を選び、会長の選出を行う。 
	
 	
 ４．新班長の中から次期会長が選ばれた場合は、その班から新たに班長を選出する。 
	
 	
 ５．会長以外の役員は、役員会（班長会）で互選により決定する。 
（本部役員の任務） 
第 11条	
 本部役員の任務は次の通りとする。 
（１）会長は町内会を代表し、会務を統轄する。 
（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 
（３）会計は町内会計の任務に当たる。 
（４）総務は議事内容の記録、連絡書の作成などを行うとともに、自治会館の運営管理を行う。 
（５）会計監査は前年度の会計が当たり、会員を代表して、会計の監査を行い総会にて報告する。 

（専門委員の任務） 
第 12条	
 本会に次の委員会を置き、専門委員は委員長を補佐しその活動に協力する。 

委員長は、専門委員の中から選出し、委員会事業を統括する。 
（１）広報委員会 
（２）環境衛生委員会 
（３）文化厚生体育委員会 
（４）防災防犯委員会 
	
 他に、市および地区関係として青少年育成、同和教育推進、学校教育振興、体育振興、社会福

祉等を本部役員と分担し務める。 
（顧	
 	
 問） 
第 13条	
 本会は顧問を置くことができる。顧問の任命は役員会の議決で行い、任期は役員に準じる。 
    ２．顧問は会長の諮問役として、会長に意見を具申することができる。 
（役員の任期） 
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第 14条	
 役員の任期は、４月１日より翌年の３月３１日迄の１ヵ年とする。 
	
 	
 	
 	
 ただし、任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
	
  ２．会長の任期は２ヵ年とし、再任は妨げない。 
	
  ３．役員に欠員を生じたときは、前任者の班より補欠を選出する。ただし、補欠役員の任期は前

任者の残任期間とする。 
	
  ４．役員の改選は、毎年２月から３月までの間に行う。 

第四章	
 総	
 	
 会 
（総	
 	
 会） 
第 15条	
 本会の総会は、毎年度４月に定期総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催できる。 
	
 	
 ２．総会は、正会員をもって構成し、会長が招集する。 
	
 	
 ３．総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 
	
 	
 ４．臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
	
 	
 （１）会長が認めたとき。 
	
 	
 （２）全会員の５分の１以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 
	
 	
 ５．臨時総会開催の請求があった場合、会長はその請求のあった日から３０日以内に臨時総会を

招集しなければならない。 
	
 	
 ６．総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 
	
 	
 ７．総会は、会員の過半数の出席（委任状含む）をもって成立し、議事は出席者の多数決によっ

て決める。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。 
	
 	
 ８．会員は、総会において各々１個の表決権を有する。 
（総会の議事録） 
第 16条	
 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、必要により発行する。 
	
 	
 （１）日時及び場所 
	
 	
 （２）会員の現在数及び出席者数（委任状を含む） 
	
 	
 （３）開催目的、議事事項及び議決事項 
	
 （４）議事の経過の概要及びその結果 
２．議事録には、総会の議長が署名・押印をしなければならない。 

（総会に付議する事項） 
第 17条	
 次の事項は、総会に付議しなければならない。 
	
 	
 （１）役員の選任及び解任に関すること。 
	
 	
 （２）会則の変更に関すること。 
	
 	
 （３）事業報告及び会計報告の承認に関すること。 
	
 	
 （４）事業計画及び予算に関すること。 
（５）その他本会の運営についての重要な事項。 

第五章	
 役員会及び本部会 
（役 員 会） 
第 18条	
 本会に役員会（班長会）を設ける。 

（１）役員会は総会に次ぐ議決機関であり、役員全員をもって構成する。 
（２）役員会は必要に応じて、会長がこれを招集する。 
（３）役員会の議長は、会長がこれに当たる。 
（４）役員会は、定数の三分の二以上の出席をもって成立し、議事は出席者の多数決によって決
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める。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。 
（役員会に付議する事項） 
第 19条	
 役員会に付議しなければならない事項は次の通りとする。 
	
 	
 （１）総会に付議すべき事項。 
	
 	
 （２）総会の議決した事項の執行に関する事項。 
	
 	
 （３）会長及び自治会館管理者の報酬。 
	
 	
 （４）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 
（本 部 会） 
第 20条	
 本会に本部会を設ける。 

（１）本部会は総会、役員会（班長会）に次ぐ機関であり、会計監査を除く本部役員及び専門委

員会委員長をもって構成する。 
（２）本部会は必要に応じて、会長がこれを招集する。 
（３）本部会では、次の事項を審議する。 
	
 	
 ・総会、役員会（班長会）に付議する事項に関する事項。 
	
 	
 ・運営に関わる事項の調整、調査、提案事項、情報交換。 
	
 	
 ・その他この会則に定める事項。 

（月 当 番） 
第 21条	
 本会は班毎に月当番をおく。（ただし第９条の役員は除く） 

（１）月当番は１ヵ月交替の輪番制を原則とする。 
（２）月当番は各班の会費を徴収し、会計に納入する。又、諸配布物の集配連絡等の業務を行う。 

（子供会及び熟年会） 
第 22条	
 本会と共に子供会及び熟年会をおく。 

（１）子供会は小学校在学児童によって構成する。 
（２）熟年会は６０才以上の有志によって構成する。 
（３）運営は、別に定める子供会及び熟年会の会則に従いこれに当る。 

第六章	
 会計及び会計監査 
（会 計） 
第 23条	
 本会の経費は町内会費及び寄付、その他の収入をもって当てる。 

（１）必要があるときは、役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。 
（２）会計は会計簿を備えつけ、３年間保存しなければならない。 
（３）会計年度は、４月１日より翌年３月３１日迄とする。 

（町内会費） 
第 24条	
 町内会費は、第２条の目的を遂行する為に充当する。 

（１）町内会費は次の通りとする。 
	
 	
 	
 ・正会員	
 	
 	
 	
 	
 	
 一世帯当り	
 	
 	
 	
 月額５００円 
	
 	
 	
 ・協賛会員	
 	
 	
 	
 	
 一事業所当り	
 	
 	
 月額５００円 
（２）町内会費の徴収は、月当番が偶数月に２ヶ月分をまとめて１４日までに徴収し、班長経由

で会計に納入する。 
（３）町内会費は、毎年度初回の徴収月に限って１年分の一括前納を受け付ける。 
	
 	
 	
 ただし、第 25 条に定める「自治会館の修理及び建築準備金」も同時に納入しなければな

らない。 
（４）既納の町内会費は、会員の転出等が発生した場合に限って、転出等の事実が発生した月の
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１５日時点での居住の有無で清算し返還する。 
	
 	
 	
 ただし、その他の既納の納付金は、いかなる理由があっても返還しない。 

（修理及び建築準備金） 
第 25条	
 自治会館の修理及び建築準備金 

（１）町内会費とは別に次の通り徴収し、特別会計として積み立てる。 
（２）町内会員一世帯当り	
 年額１，０００円を毎年４月に徴収する。 

（会計監査） 
第 26条	
 会計監査は会計年度終了時点で定期監査を行い、総会に報告しなければならない。 
	
 ２．会員より臨時に監査請求があるときは、会計監査は請求のあった日から１週間以内に監査し 
	
 	
 	
 なければならない。 

第七章	
 慶	
 	
 弔 
（慶	
 	
 弔） 
第 27条	
 本会に慶弔が生じた場合は、会員の届け出により下記の慶弔金をおくる。 

	
 （１）出産祝金	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ３，０００円 
（２）子女入学祝金	
 	
 	
 	
 	
 小学校入学時１名につき	
 	
 １，０００円 
（３）香	
 典	
 	
 	
 	
 	
 	
 世帯主及び世帯員死亡のとき	
 １０，０００円 

第 28条	
 慶弔金の支給は、特別な場合を除きすべて町内会名義とする。 
 

第八章	
 自治会館の運営 
（管 理 者） 
第 29条	
 自治会館の運用管理は次の通りとする。 
（１）会館の運営管理は、総務委員長及び非常駐の管理者をおきその任務に当たる。 

・総務委員長は会館使用の申込受付と調整、補修および鍵の管理を行う。 
・非常駐の管理者は、同好会が使用する鍵のみを管理する。 

（使	
 	
 用） 
第 30条	
  
	
 	
 （１）自治会館利用許可は町内会登録先とする。 
	
 	
 （２）自治会館使用にあたっては、利用者及び管理者共、別途定める「桜ヶ丘自治会館運営規 

定」を遵守する。 
（使 用 料） 
第 31条 

（１）自治会館使用料は、会館の光熱、備品、修理等維持管理費用の一部に充当する。 
（２）自治会館使用料は次の通りとする。 
	
 	
 ・同好会の使用	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 別添「桜ヶ丘自治会館運営規定」に定める 
	
 	
 ・町内会登録の団体、機関委員	
 	
 	
 	
 	
 無料 
	
 	
 ・町内会員の慶弔	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 1日当り	
 ６，０００円 
	
 	
 ・選挙に基づく使用（投票日前日、当日）	
 	
 	
 	
 １０，０００円 
・選挙に基づく個人演説会、後援会等	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ２，０００円 

	
 	
 ・市、地区等の公共関係	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 使用目的に応じ役員会で決定 
	
 	
 ・その他	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 使用目的に応じ役員会で決定 
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第九章	
 その他 
（会則の改廃） 
第 32条	
 この会則の改廃は、総会の決議を経て行う。 
（補足事項） 
第 33条	
 この会則に定めるものの外必要な事項は、役員会の決議を経て決定する。 
（備付け帳簿及び書類） 
第 34条	
 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 
	
 	
 （１）会則 
	
 	
 （２）会員名簿 
	
 	
 （３）認可及び登記等に関する書類 
	
 	
 （４）総会、役員会及び本部会の記録 
	
 	
 （５）収支に関する帳簿 
	
 	
 （６）財産目録等資産の状況を示す書類 
	
 	
 （７）その他の必要な帳簿及び書類 
（委	
 	
 任） 
第 35条	
 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て会長が別に定める。 
（施 行） 
第 36条	
 この会則は、昭和５７年１２月１９日より実施する。 

 
※	
 第四章	
 会計及び会計監査	
 第１８条の（町内会費）は 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成５年４月改正、５月１日より実施 
※	
 第四章	
 会計及び会計監査	
 第１７条（３）項および第１８条（２）項は 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成１２年４月１５日総会に於いて改正 

※	
 第五章	
 慶弔	
 第２２条の（支給基準）は 
昭和６０年１月改正、	
 ２月１日より実施 
昭和６３年１月改正、	
 ２月１日より実施 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成２年１２月改正、	
 平成３年１月１日より実施 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成５年４月改正、	
 	
 ５月１日より実施 
※	
 第六章	
 自治会館の運営	
 第２５条の（自治会館の使用料）は	
  
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成５年６月改正、	
 	
 ７月１日より実施 
※	
 第六章	
 自治会館の運営	
 第２６条の（自治会館の修理及び建築準備金）は 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成６年１月改正、	
 	
 ４月１日より実施 
※	
 会則改正	
 	
 平成６年１月１５日総会に於いて改正、平成６年４月１日より実施 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成９年４月１２日総会に於いて改正、平成９年５月１日より実施 

平成２２年４月１０日総会に於いて改正、平成２２年５月１日より実施 
平成２４年４月総会に於いて改正 
平成２５年４月総会に於いて改正 
平成２６年４月総会に於いて改正 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 平成２７年４月総会に於いて改正 
 

『付則』 
１．会の名称を、草津市桜ヶ丘町内から桜ヶ丘町内会に変更する。 


